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経済論叢 〔京都大学〕第164巻 第1号,1999年.7月

国民健康保険制度に関する経済分析(1)

1序 論

小 松 秀 和

日本の医療保険制度は,昭 和59年 の医療保険制度改革以来,最 大の曲がり角

に来ている。現行医療保険制度についての評価はそれをどのような角度から見

るかによっ.て異なるが,こ と,財.政面に関して言えば,そ れを現状のまま放置

するこ.とは,将 来のあるべき日本の医療を鑑みると,将 来世代に禍根を残すこ

とになるであろう。

現行制度の中でも特に,国 民健康保険の財政状況は深刻である。厚生省の調

べによると,平 成7年 度の国保の財政収支は千億円超の赤字であるという。千

億円と言えば,い わゆる大企業の年間売上高に相当する金額であるから大変な

額である。国保のこのような赤字体質は,昭 和33年 のいわゆる 「新国民健康保

険法」成立当初からの国保の宿命的性質に起因すると言われる。それは,国 保

がそれまでの職域中心の医療保険からは漏れていた自営業者や無職者たちを対

象に設立された地域医療保険であ り,そ のために国保被保険者には低所得者や

高齢者が多 く,必 然的にその財政基盤が他保険に比べて脆弱にならざるを得な

か ったか らである。

さらに国保の問題点 として指摘できるのは,国 保が市町村を単位 として運営

.されていることで,国 保財政ひいては国保被保険者の保険料負担について厳然

たる地域格差が存在 していることである。第1表 によると,平 成3年 度から平

成7年 度における一.人当た り保険料(税 〉(一 般+老 健)の 最低地域と最高地

域で,ひ.ど いときには25倍 強(平 成4年 度),少 ないときでも7倍 弱(平 成3

豊
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国民健康保険制度に関する経済分折(1)

第1表一 一人当 た り保険料(税)の 地域 格差

〔認)83

最 低 最 高

平 成3年 度 与 那 国 町(沖 縄県)14,332円 羅 臼 町(北 海道)96、970円

4 中 標 津 町(北 海道)3,964円 羅 臼 町(北 海道)100.199円

5 竹 原 市(広 島県)7.973円 羅 臼 町(北 海道lIQ6.478円

6 十 島 村(鹿 児島県)13,933円 佐那河内村(徳 島県)194,942円

7 .卜 島 村(鹿 児 島県)14,809円 宇 ノ 気 町(石 川 県)ユ02.659円

出典:資 料[3]よ り作 成

年度および平成7年 度〉 もの地域格差が認められる。

この論文では,ま ず,複 雑で分か りに くいとされる現行国保制度を,簡 単な

.数式記号で置換表現 して見通 しを良 くし,続 いて,現 行国保制度の宿命 とも言

うべ き高齢者問題 と低所得者問題について,そ れらが どのように国保財政に作

用して各国保被保険者間の保険料負担の不均衡を生み出しているかを理論的に

検証する。そして最後に,年 々搾刻化する国保の財政問題に対処するために必

要な国保制度改革についての提言を行いたいと思 う。

11現 行国保制度

現行国保制度は他の医療保険制度と同 じく,一 見 しただけでは非常に分か り

難い制度である。 ここでは,そ の難解な現行国保制度をよ り分か りやす くする

ため.に,モ デルを使 ってそれを表すことにする。国保制度を解明する鍵は,国

庫補助.金と保険料の算定方式にあると思われるので,特 にその2点 について詳

しく見ていきたいと思 う。

まず,モ デルで用いる記号を以下で定義してお く。ただし,各 記号の下付添

字 図よ,国 保を運営する任意の市町村を意味す る。

一般被保険者に係る医療費 燃

一般被保険者の一部負担金4i

老人{呆健医療費拠出金...広

一般被保険者の保険料..ρ ∫
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療養給付費等負担金.Sf

財政調整交付金...8ゴ

調整基準額1,

保険基盤安定化のための..般会計繰入金 ・'i

現行国保には様々な形で公費が投入されているが,な かでも.「療養給付費等

:負担金」と 「財政調整交付金」が金額的に大 きな割.合を占めている。そこで以

下では,モ デルの簡略化のためにその2種 類 を中心に見ていくことにする。

療養給付費等負担金は次のような算定式に従 って,各 市町村国保に支給され

る。

40
S'__100・(勘+多+d;).ω

.(1)式 は,一 般被保険者に係 る医療給付費m,一4iか ら保険基盤安定繰入金'直

の1/2相 当額を控除した金額 と老人保健医療費拠出金4虚 との合算額に対 して,

定率40%の 国庫負担を行 うことを意味 している。

財政調整交付金は,上 の療養給付費等負担金と異なって,国 保全体に対する.

.もの(マ クロ額)と 各.市町村に対するもの(ミ クロ額)と で,そ の計算方法に

若干の違いがある。

まず,マ クロ額の算定式を示すと,

__10G
100・ 写(肱+音+鵡)..(・)

と.なる。Gは 財 政 調整 交付 金 のマ ク ロ額 を 表す 。(1)式 めマ ク ロ額S←z;5;)と

(2)式 を合 計 す る と,

・+・一論 苧(晒7・ 一号 ・橘)・ 去4

一論 ・写画 一・+の..(・)

となる。 〔3)式は,対..一般被保険者医療給付費 と老人保健医療費拠出金の合計

額の半分を国庫で負担することを意味する。国保制度における国庫補助金額が,



国民健康保険制度に関する経済分析(1)〔85)85

い わ ゆ る定 率50%負 担 と言 わ れ る の は,こ のた めで あ る。

次 に,財 政調 整 交 付 金 の ミク ロ額 の算 定 式 につ い て 説 明 す る。 財 政 調 整 交付

金 の 目的 は,市 町村 間 の財 政 力 の格 差 を是 正 す る こ と にあ るた め,こ の 交付 金

は す べ て の 市 町 村'に対 して 交 付 され る とい うわ け で は な く,調 整対 象需 要 額')

に対 して,調 整 対 象 収 入額2,が 不 足 す る市 町 村 に交 付 され る。 つ ま り,.調 整 交

付 金制 度 とは赤 字 の見 込 まれ る市 町 村 に対 して,(2)式 で 求 め た調 整 交付 金 の

マ ク ロ総 額.を一 定 の 基 準 に した が って 配 分 す る仕 組 み な の で あ る 。

あ る市 町 村 ゴの調 整 基 準 額(赤 字:見込 み 額)を',と す る と,当 該 市 町 村 に

対 す る調 整 交 付 金&は 以 下 の よ う な基準 に基 づ い て支 給 さ れ る。

」,g
;=a;一G(4)E

ll,

.た だ し,α ノは市 町 村 ∫の保 険 料 収 納 割 合 に よ る調 整 率 で あ る。 ま た,交 付 金

配 分 の.原資 とな る調 整 交 付 金予 算 総 額 は必 ず し も σ に等 し くな る とは 限 らな

い が,こ こで は そ れ がCに 等 しい 金 額 で あ る と仮 定 す る。

最 後 に保 険料 につ い て説 明す る と,.各 市 町 村 国保 にお い て..般 被 保 険 者 に課

.せ られ る保 険料(税)は,原 則 と して,以 下 の よ う な算 定式.に従 う。

・一箱:・ 　 の・錯 ・・.一(・)

(5)式 は,一 般 被保 険 者 に係 る保 険 料 額 が,一 般 の 医 療 給 付 費1の65%と,老

人 医療 費 に係 る費 用 か ら国 庫 補 助 分 を控 除 した 額 との合 算 で あ る こ.とを示 して

い るD

こ こで 特 記 す べ き は,す べ て の 市 町村 が(5)式 に相 当す る保 険 料 を徴 収 で き

る とは限 ら ない とい う点 で あ る。 そ れ は あ くまで 名 目上 の もので あ り,実 際 は

1).....般被保険者 に係る医療 費および老人保健医療費艇出金の うち一般被 保険者の保険料 で賄 うべ

き額および老人保健施設 に要す る費用 の額 の合算額。

2)理 論上の保険.料収 入で あって,実 際 の.賦課保険料収入 とは関係ない。

3>..般 被保 険者 に係 る療養給付 費(一 部負担金 を除 く)に 入院時食事療 養費,特 定燦養 費,療 養

費,訪 問看護療養 費,特 別療養 費,移 送費お よび高額療養費の支給 に要する費用 を加 えた もので

あ.る.コ

F

.
1目
一
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各市町村国保に加入 している被保険者の所得分布や人口構造によって保険料収.

入にばらつ きが生 じる。 したがって,十 分な保険料を徴収で きない市町村では,

国保会計が赤字に陥る。それを防 ぐ手だてとして,先 に述べた財政調整交付金

制度や保険基盤安定制度4,等が存在する。 しか しこれらの制度によって もなお

赤字 となる市町村は,一 般会計から国保特別会計に資金を繰 り出して補填せざ

るを得ない。

IIIシ ミ ュ レ ー シ ョ ン

本節では,こ れまでに明らかにしてきた国保制度における種々の算定式を基

礎にしてコンピューターによるシミュレー ション分析を行 う%そ の主たる目

的は,国 保財政を左右する主要変数である,所 得分布 と人口構造の市町村間格

差が1各 市町村内における国保保険料 と所得分配にどのような効果をもつかを

明らかにすることである。

シミュレーションの基礎 となるモデルの構造について説明する。まずモデル

の仮定 として,各 市町村国保の保険料が当該国保の医療費と被保険者の所得分

布 という二大要因によって決まるものとする。前者の医療費には老人医療費は

含まれず,一 般被保険者に係る医療費のみを考慮す る%そ して,そ の医療費

が主 として,当 該国保加入被保険者の年齢構成に依存 しているもの と仮定する。

被保険者の年齢構成を,若 年齢者(0歳 から24歳),中 年齢者(25歳 から49

歳),高 年齢.者(50歳 か ら69歳)に 三分 し,そ の年齢階層に属する被保険者の

一人当た り年間医療費を
,平 成8年 版 「保険 と年金の動向」の国民健康保険年

齢階級別受診状況(平 成6年5月 診療分)か ら算定 した(第2表 参照)。 その

4)低 所得者に対する保 険料軽減相 当鎖 を市町村が一般会計か ら繰 り入れ,そ の繰.入金の うちの半

分を国庫,残 りを都 道府 県 と.市町村が折 半負担す る制度。

5)Mat.hヒmaticaを 使 ってシ ミュレー シ ョン.を行 った。

6)老 人医療 費を除外 した理由は,昭 和57年 に成立 した.「老人保健法」に よって,老 人医療費全 体

を各保険者が均等に負担 するよ うになったか らであ る。 したが って,そ れ以降,国 保における老

人加入率の高さは,他 の医療保 険制度 との比較 とい う意味で は,国 保保険料(税)や 国保財政 に

影響を ゴえ る国保特 有の要因で はな くなった。
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.第2表 年齢階級別診療費(月 間)

(87)87

若 年 者 中 年 者 高 年 者

年 齢 診 療 費(円) 年 齢.........…診 療 費(円) 年 齢.一.. 診 療 費(円 〉

0-4

5.一9

10一 一14

15-19

20～24

8,118

5,658

3,790

3,685

5,625

25-29

30一.・34

35～35

30-34

35-39

6,917

8,274

9,100

11,428

]2,ユ12

50-54

55～59

60一 一64

65一 日9

15,294

20,385

25,169

31,434

平 均 5,ヨ75.2 平 均 9,566.2 平 均 23,07ユ.75

出典:資 料[2]よ り作成

際,各 年齢 階層 に 属す る被 保 険 者 が 一 様 に分 布 して い る もの と仮 定 して計 算 し

た 。 そ の 結 果,各 年齢 階 層 別.....一人 当.た り年 間 医 療 費 は そ.れそ れ,64,502円,

114,794円,276,849円(小 数 点 以 下 切 り捨 て)と な った 。 これ を見 た だ けで も,

国保 医療 費が 被 保 険者 の年 齢 構 成 に よ って 大 きな影 響 を受 けて い る こ とが 分 か

る。

被 保 険者 の所 得 分 布 につ い て は,ま ず,被 保 険者 全 体 を世 帯 主 と被 扶 養 者 に

分 け,前 者 を さ ら に,低 所 得 者,中 所 得者,高 所 得 者 に 区別 した 。 各 階 層 の所

得 範 囲 と して は,地 方 税 の 課 税所 得 を参考 に して7】,年 間 課 税 所 得 が160万 円 以

下 を 低所 得 者,160万 円超550万 円 以 下 を 中所 得 者,55⑪ 万 円 超 を 高 所 得 者 と し

て設 定 した。 そ して,各 所 得 階層 に属 す る被 保 険者 が 一 様 に分 布 して い る もの

と仮 定 して算 定 した 平均 所 得 を,.各 所 得 階層 の基 準 所 得 と した 。 そ の 結 果,各

所 得 階層 の基 準 所 得 を そ れ ぞ れ,80万 円,355万 円,1⑪00万 円 と した。

被 扶 養 者 につ い て は,そ れ が どの所 得 階 層 世 帯 に属 す るの か 特 定 化 す るの が

困 難 なた め,当 該.市町村 国保 全体 の平 均 世 帯 構 成 人 数 を各 所 得 階 層 別 の 世 帯構

成.人数 と して も採 用 し た。 具 体 的 に は,国 保 全 体 の 平 均 世帯 構 成 人 数 が2.5人

な らば,ど の所 得 階層 に属 す るか に 関わ らず 一 世 帯 当 た りの被 保 険 者 数 は2.5

人 で あ り,一 世 帯 昌 た りの被 扶 養 者 は1.5人 で あ る。

7)地 方税を参考にした理由は,国 保保険税が地方税法に則った制度だからである。

.

障
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国保保険料決定のメカニズムは,前 節で示 した通りであるが,こ こで もう一

度順を追って詳しく説明したい。ただし,以 下では老人保健医療費拠出金を無

視 して議論する。

「保険と年金の動向」によると,一 般被保険者に係る医療費総額から.一部負

担金を控除した額の65/ユ00が,各 国保保険者が保険料(税 〉で徴収すべ き標

準課税総額とされるが,こ の比率65月00に は,各 国保の任意給付費や保健施

設運営費等が含まれて算定されている。そこで.,そ れらを無視 して改めて標準

課税総額を計算 し直せば,そ れは一般被保険者に係る医療費総額か ら一部負担

金を控除した額の50/100と なる。 これは,単 に国庫補助率を差 し引いたもの

と等 しい。

したがって,任 意給付費や保健施設運営費を無視 したときの,市 町村国保が

保険料(税)で 賄 うべ き額は,医 療給付費から国庫補助金を控除した残金であ

る。いま,一 般被保険者に係る医療費総額をM,そ の うちの一部負担率をQ

%,国 庫補助率を50%と す.ると,当 該国保が保険料で賄 うべ き金額Pは,

__50P
100・(1一.、 書。)・M

となる。

こうして得だ金額 、Pを保険料(税 〉によ6て 徴収する訳であるが,そ の徴

収方法には 「応能割」と 「応益割」という二つの方法がある。前者はさらに,

「資産割」 と 「所得割」に,後 者は 「被保険者均等割」 と 「世帯別平等割」に

細分される。保険料徴収で問題となるのは,応 能割 と応益割の比率をどのくら

いに設定するのかという点である。これによって,所 得階層別の保険料に格差

が生 じる。具体的には,応 能割合を大 きくすると所得の多い世帯ほど保険料 も

大きくなる傾向があり,逆 に応益割合を増やす と,応 能割は人頭税的な性格を

.もっため,低 所得世帯に過重な負担がかかるおそれがある。 したがって,応 能,

応益割合の決定は各国保保険者にとって重要な政策決定変数である。

以 ドでは,そ のような政策決定変数である応能,応 益割.合をまず,各 国保保
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険 著 聞で 一 定(双 方 と も50%)と して分 析 を行 い,そ の後,そ の比 率 を変 化 さ

せ て分 析 を行 った 。 また,低 所 得 者 に 対 す る保 険料 軽 減 措 置 につ い て は,本 来

な ら各 国保 保 険 者 が 個 別1こ決 め るべ き と ころ を,過 度 に複 雑 に な る の を避 け る

た め に,低 所 得 世 帯 一 律 に保 険 料 の 応 益 負 担 部 分 に つ き5⑪%軽 減 と仮 定 して分

析 を行 っ た。

以 上 の よ うに,こ の シ ミ ュ レー シ ョ ン分 析 で 要 とな る パ ラ メー ター は,当 該

国保 の年 齢 構 成 と所 得 構 成 とな って い る。 次 節 で ば,百 分 率 で表 わ さ れ る この

.二 大 パ ラ メー ター,年 齢 構 成 割 合 お よ び所 得 構 成 割 合 の どち らか 一 方 ま た は双

方 が,1%変 化 した と きに,国 保 保 険 料 にそ の 影 響 が どれ だ け 反 映 さ れ,ま た,

各 所 得 階層 に属 す る世 帯 の所 得 に どの よ うな影 響 が 現 れ るか を 明 らか にす る。

IVシ ミ ュ レー シ ョン結 果

結論から先に言うと,こ れまで国保財政悪化と国保保険料高騰の主要因とさ

.れてきた,国 保被保険者の高齢化 と低所得世帯割合の高さで.は,前 者の方が後

者と比べて保険料 ヒ昇に与える影響が大 きかった。つまり,同 率の保険料上昇

要因の変化で も,年 齢構成の高齢化の方が所得構成の低所得世帯増加傾向より

も,保 険料上昇に与える効果が金額的にみて大 きかったのである。

具体的に言 えば,年 齢構成割合が40:30:30,所 得構成割合が5:75:20

のときを基準点にして,そ こから年齢構成割合を悪化(高 齢化)さ せたときと,

所得構成割合を悪化(低 所得者比率を増加)さ せたときのそれぞれについて,

保険料が基準点からどれだけ変化するかを.調べたところ,第3表 および第4表

のようになった。

それによると,国 保被保険者の年齢構成の悪化が各世帯(低 所得世帯,中 所

得世帯,高 所得世帯)の 保険料負担に与える効果は一定であり,.一一方の国保被

保険者の所得構成の悪化による保険料上昇効果は悪化の度合いが高まるほど逓

増的になっている。しか し,前 者の...・定額の保険料.ヒ昇効果の方が,金 額的に

みて後者の逓増効果を凌駕 しているので,そ の結果,年 齢構成変動効果の方が
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第3表 年齢構成比率の相違 による世帯別保険料変化

若 年 者 40 35 30 25 20 15

構 成 比 率(%) 中 年 者 30 30 30 30 30 30

高 年 者 30 35 40 45 50 55

低所得世帯 o 3,122 6,225 9,338 121451 15,563

保険料増加額(円) 中所得世帯 0 8,151 16,303; 24,455 32,607 40,758

高所得世帯 0 14,523 29,046. 43,569 58,092 72,615

第4表 所 得構成比率 の相違 による世帯別保険料変化

若 年 者 5 10 15 2025 30

構 成 比 率(%) 中 年 者 75 70 65 60…55 50

高 年 者 20 2⑪ 20 20.20 20

低所得世帯 o 321 622 1,0251,412 1,826

保険料増加額(円) 中所得世帯 Q 1,425 2,939 4,5506,268 8,103

高所得世帯 0 4,015 8,280 ユ2,818…17.657 22,827

所得構成変動効果よりも保険料上昇圧力が強 くなつセいる。..

また,国 保制度が所得分配に与える効果を見るために,所 得に対する国保保

険料負担率を調べてみた。第5表 および第6表 に示すように,応 能率50%の.ド

での世帯別保険料負担は,税 金の場合のような累進性が認められないどころか,

まった くの逆進性を示 している。そして,保 険料負担 に対する年齢構成変動効

果と所得構成変動効果については,前 者が変動幅が大きくなるにつれて益々負

担の逆進性が高まっているのに対 して,後 者の影響はコンマ以下の若干の効果

にとどまっている。これら.の結果は,絶 対額でみた場合の年齢構成変動効果 と

所得構成変動効果の差異をそのまま反映 しているといってよい。ここでも前者

の方が後者よりも目に見えて大 きいことが証明された。

これまでは応能率を50%と して議論 してきたが,こ こではそれを引き上げた

場合の世帯別.負担の変化を見てみることにしよう。第7表 には,年 齢構成を若.

年40%中 年30%高 年30%,所 得構成を低所得5%中 所得75%高 所得20%と 固定

して,応 能率を0%か ら100%ま で10%刻 みで引 き上げた場合の世帯別の所.得

.

奪

…

耳
略彊
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第5表 年齢構成比率の相違によ る世帯 別保 険料負担率 あ変化

構 成 比 率 〔%〕

若 年 者

中 年 者

高 年 者

40

30

30.

35:

30

35

30.

30

40

25…20

303〔}

、,…50

15

30

55

ユ0

30

60

保険料負担率 〔%)

低所得世帯

中所得世帯

高所得世帯

5.25

3.09

1.96

5.64

3.32

2.10

6.02.

3.55…

… 225

6.41…6、80

3・7814・0】

2.39旨2.54

7.19

4.24

2.68

7.58

4.47

2.83

第6表 所得構成比率の相違による世帯別保 険料負担率の変化

若 年 者 5 ユ0 15 20 25 30

構 成 比 率(%) 中 年 者 75 70 65 6〔} 55 50

高 年 者 20 20 20 20 20 20
一...r一...一 τ...

.....一...

低所得世帯 5.25 5.29 5.33 5.37 5.42 5.47

保険料負担率(%〕 中所得世布 3.09 .3.13 3.18 3.22 3.27 3.32

高所得世帯 1.96 .2.00 2.04 2.08 2.13 2.18

第7表 応能 率の相違 による世帯別保険料負担の変化

応 能 率(%)ia ユD 20 30 40 50

.保険料負 担率(%)

低所得世帯i7.83

中所得世帯;3・53

高所得世帯 1.25

7.31

3.44

1.39

6.8

3.35

1.53

6.28

3.27

】.,671

… 5.76

3.18

1.81

5.25

3.09

1.96

60 70 80 90 100

4.73

3.of

2.10

4,213.70

2,922.83

£.24己2.38

3.18

2.75

2.52

2.66

2.66

2.66

に対する保険料負担率が示されている8〕。

それによると,応 能率が高 まれば高まるほど保険料負担率が各世帯とも

2.66%に 収束 してい くことが分かる。その値に収束する過程で,低 所得世帯と

中所得世帯では負担率の低減が見 られ,高 所得世帯のみに負担率の上昇が見 ら

8}当 然の ことであ るが,応 能率 が50%の ところで,世 帯別負担率が第5表,第6表 の初期値 に等

しくな っている。
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れる。 しか し,中 所得世帯および.高所得世帯における負担率の最大値と最小値

との差が1%程 度であるのに対して,低 所得世帯では,そ の差は5%を 超える。

ここに保険料負担の応能率を引き上げる意義がある訳だが,そ れにしても応能

率を最大の100%に 引 き上げなければ負担の逆進性が解消されることはな く,

言い換えれば,応 能率を100%に しでは じめて組合健保等と同 じく全波保険者

定率負担が実現できるのである。

以上より,現 行国保制度の下では,年 齢構成の差異が主な原因となって各市

町村国保問に財政格差が生まれ,さ らに各国保に属する被保険者の間の保険料

負担の公平性にも歪みが生じているものと考えられる。それでは,こ の結果か

ら我々が得る示唆とは,一 体何であろうか。

我が国では,.国保財政悪化や国保保険料水準の適正化という難題 を解決する

ために,そ の主たる原因とされてきた国保被保険者の高齢化と所得構成の低所

得世帯の高割合 という問題に対処 して きた歴史がある。前.者については,昭 和

57年成立の 「老人保健法」によって老人医療費を国保から分離 して処理するこ

とに成功 し,国 保制度成立以来の最大の瑕疵を取 り除 くことができた。さらに,

昭和59年 の医療保険制度改革の一環として行われた 「退職者医療制度」の創設

によって,国 保における高齢退職被保険者問題に一応の決着をつ けることがで

きた。後者め低所得者問題については,低 所得者に対する保険料軽減措置やそ

の財源確保のための保険基盤安定制度などによって,国 保財政の安定化や保険.

料.負担の軽減に努めてきた。

しか しながら,そ のような対策を講 じても尚,国 保が他の医療保険制度 と比

べて高齢化問題 と低所得者問題の両面で不利な状況にあることが間違いないの

であれば,再 びそれ らに対する抜本的な改革を行わざるを得ない。事実,後 述

する国保特別会計への巨額な一般会計繰入全が.市町村財政を圧迫 している昨今,

一刻 も早い改革が望まれている。そして,そ の際にここでの結論が示唆するの

は,.国保の高齢加入者問題を低所得者問題 よりも優先的に解決することが,低

所得者を含めた各世帯の将来の保険料軽減に有効なのだということである。そ
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こで つ ぎ に,国 保制 度改 革 の具 体 案 につ い て検 討 して み た い 。
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